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 中小企業等が製品カタログに登録された製品から
選んで省力化のための設備投資を行い、労働生産
性年平均成⾧率3%向上を目指す事業計画※に取り
組むこと。

※省力化で削減された工数分の人員削減を行うものは対象外

 （賃上げによる補助上限額引き上げを適用する場
合、）給与支給総額年率6%・事業所内最低賃金年
額45円以上の賃上げに取り組むこと。
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補助率補助上限額補助対象

1/2
以下

200万円（300万円）従業員数5名以下
補助対象として
カタログに登録
された製品等

500万円（750万円）従業員数6～20名

1,000万（1,500万円）従業員数21名以上
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